
  

 
 

業務及び財産の状況に関する説明書類 

 

第１期  2023 年 8 月 4 日から 2024 年 6 月 30 日まで 

 

 

2024 年 8 月 30 日 作成                

監査法人名 ｍｃ２１監査法人          

所在地 京都府京都市中京区蛸薬師通烏丸

西入橋弁慶町 227 番地第 12長谷ビル 7階 

代表者 代表社員 松永幸廣     

 

 

一．業務の概況       

１．監査法人の目的及び沿革 

(1) 目的 

①財務書類（電磁的記録を含む。）の監査又は証明の業務 

②財務書類（電磁的記録を含む。）の調整、財務に関する調査若しくは立案又は財務に関す

る相談の業務 

 

(2) 沿革 

2023 年 8月 4日 mc21 監査法人の設立 

 

２．無限責任監査法人又は有限責任監査法人の別 

無限責任監査法人 

        

3． 業務の内容 

(1) 業務概要 

当法人は、金融商品取引法監査及び会社法監査をはじめとする法定監査、公開準備会社に

対する監査等、監査業務を提供することを目的に 2023 年 8月 4日に設立されました。 

当期の監査証明業務は、新規監査契約の 2社となりました。非監査証明業務の対象はあり

ません。 

 

(2) 新たに開始した業務その他の重要な事項 

        該当事項はありません。 



  

(3) 監査証明業務の状況 

※2024 年 6 月 30 日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 非監査証明業務の状況 

               非監査証明業務の対象数  0 社 

 

４．業務管理体制の整備及び業務の運営の状況 

(1)業務の執行の適正を確保するための措置 

 ①経営の基本方針及び経営管理に関する措置 

当法人は、監査業務の品質確保が使命であるとの認識に基づき、 品質管理のシステ

ムの整備及び運用を着実に実行するため、社員の中から品質管理担当責任者を選任し

て監査業務を行います。 

また、経営意思の決定機関は社員会がこれにあたり、特定の社員に権限を集中する

ことなく社員間の協議及び相互牽制によりガバナンスの強化を図っております。 

②法令遵守に関する措置 

当法人は、 日本公認会計土協会倫理規則セクション 110 に基づき、 誠実性、 公正

性、 専門能力、相当な注意、 守秘義務及び職業専門家としての行動の各項目について

「監査の品質管理規程」にその方針及び手続を定めております。 

 

（2）業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置 

①業務に関する職業倫理の遵守及び独立性の確保（独立性の保持のための方針の策

定） 

（職業倫理） 

当法人及び監査チームのメンバーが遵守すべき職業倫理は「監査の品質管理規程」

及び「独立性及び職業倫理に関する規程」にその方針及び手続を定めております。 

（独立性） 

品質管理担当責任者は、毎年定期的及び必要に応じ、 日本公認会計上協会の倫理

規則実務ガイダンス第 3号「監査人の独立性チェックリスト（実務ガイダンス）」を

利用して、当法人及び監査チームメンバーに関する監査対象会社に対する独立性につ

いて検証しております。 

 

（業務執行社員等のローテーション） 

種別 
被監査会社等の数 

総数 内大会社等の数 

①金商法・会社法監査 -    -     

②金商法監査 - -

③会社法監査 2社 -  

④学校法人監査 - -

⑤労働組合監査 - -

⑥その他の法定監査 - -

⑦その他の任意監査 - -

計 2社 -



  

大会社等の監査業務については、業務執行社員及び審査担当社員の監査期間は一定

期間(7会計期間）以内とすることを義務付けております。大会社等以外の監査 業務

については、独立性に対する阻害要因があるかどうかを検討し、必要に応じて、適切

な措置を講ずることとしております。 

②業務に係る契約の締結及び更新 

監査契約の新規の締結及び更新に関する判断に関してその方針と手続は「監査の品

質管理規程」に定めており、監査契約の新規の締結については社員会において決定す

ることとし、 監査契約の更新については、 審査担当社員による審査を経て決定する

こととしております。 

③業務を担当する社員その他の者の採用、教育、訓練、評価及び選任 

（社員の報酬の決定に関する事項） 

社員の報酬については、品質、人への貢献度、コミュニケーションなどを重点に定

期的に評価し、その結果を報酬に反映させています。報酬決定に関する客観的なレビ

ューも行い、公正な報酬となるようにしております。 

（社員及び使用人その他の従事者の研修に関する事項） 

監査業務の質を合理的に確保するために必要とされる適性、能力及び経験並びに求

められる職業倫理感を備えた監査実施者を十分に確保するため、採用、教育・訓練、

評価及び選任等の人事に関する方針及び手続を「監査の品質管理規程」に定めており

ます。 

特に専門要員については、品質管理担当責任者により必要な CPD 履修単位を履修し

ているかどうかを確認することとしており、 必要履修単位に満たない場合は、単位

取得が完了するまで監査業務に従事させない措置をとっております。 

当法人は、不正リスク対応基準が適用される監査業務について、 監査実施者への

教育 ・訓練及び監査チームの選任に関する方針を「監査の品質管理規程」に定めて

おります。 

監査実施者への教育・訓練については、 監査業務を行う上で必要な不正事例に関

する知識を習得し、能力を開発できるよう、当法人内外の研修等を含め、不正に関す

る教育・訓練の適切な機会を提供することとしております。 

（選任） 

監査チームの選任について、業務執行社員は、当法人が提供する不正に関する教

育・訓練の機会を通じて得られた監査実施者の知識及び能力の程度を考慮することと

しております。 

④業務の実施及びその審査 

（監査業務の実施） 

我が国の監査基準に準拠した「監査の品質管理規程」を作成し、それに基づいて監

査業務を遂行しております。 

「監査の品質管理規程」は日本公認会計士協会から公表される監査基準委員会等の

各種報告に準拠しております。 

（専門的な見解の問合せ） 

適切な判断が困難な重要事項を解決するため、専門的な見解の問合せに関する方針

及び手続を「監査の品質管理規程」に定めて運用しております。 

具体的には、審査担当社員との協議、当法人外の専門的な知見を有する助言者への

問合せ、入手した見解を参考に再度検討したうえで審査担当社員の同意を得る方法に

より対処しております。 

（監査証明業務に係る審査） 

当法人の審査の方式は、 関与先ごとに審査担当者を選任する方式によっており、審

査担当者は当監査法人の社員であって、5年以上の監査実務経験を有する者に限定し



  

ております。 

 

（監査上の判断の相違） 

監査チーム内又は業務執行社員と審査担当社員との間に監査上の判断の相違が生じ

た場合、監査上の判断の相違が解決されない限り、監査報告書は発行しないこととし

ております。 

また、業務執行社員と審査担当社員の意見の相違を解決するために、専門的な見解

の問合せを行うこととしております。 

（監査ファイルの電子化その他の監査調書の不適切な変更を防止するために行っている

監査調書の管理及び保存に関する体制の整備状況） 

 監査ファイルの最終的な整理については、監査報告書の発行後、一定の期限内に

完了すべきことを「監査の品質管理規程」に定めて運用しております。監査調書の管

理・保存についても、「監査の品質管理規程」に従って、機密性や安全性に留意して

適切に実施しております。 

 

⑤業務の品質の管理の監視に関する措置 

（監査事務所の品質管理に関する方針及び手続の監視） 

品質管理のシステムに関する方針及び手続が適切かつ十分であるとともに、有効に

運用され、かつ遵守されていることを合理的に確保するために、品質管理のシステム

の監視に関する方針及び手続を「監査の品質管理規程」に定めております。 

品質管理システムの監視の責任者は、少なくとも年一度、日常的監視及び定期的な

検証が実施されたことを確認し、その結果を社員会に報告することとなっておりま

す。 

（識別した不備の評価、伝達及び是正） 

品質管理担当責任者は、識別した不備に重要な改善を要する事項であるか否かを判

断し、重要性が高いと考えられる不備については、是正方針を定め、業務執行社員等

に当該不備と決定した是正方針を伝達し、速やかに是正措置を講じることを求め、そ

の遂行状況を確認することとしております。 

（不服と疑義の申立て） 

不服と疑義の申立てについて適切に対処することを合理的に確保するため、不服と

疑義の申立てがあった場合は、調査の対象となった監査業務に従事していない者の管

理下で行うこととし、必要に応じて法律専門家を関与させることとしております。調

査において、品質管理の方針及び手続の整備及び運用に関する不備が発見された場合

には、品質管理担当責任者は、適切な是正措置を講じることになっております。 

⑥業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する責任者の選任その他の責任の

所在の明確化に関する措置 

品質管理のシステムに関する最高責任を代表社員に、品質管理システムの整備及び

運用に関する責任を品質管理責任者に割り当てております。 

 

（3）公認会計士である社員以外の者が公認会計士である社員の監査証明業務の執行に不当

な影響を及ぼすことを排除するための措置 

公認会計士である社員以外の社員に関しては、監査証明業務の意見形成及び意見審

査には関与することができないものとしております。 

 

 



  

 

（4）直近において公認会計士法第 46 条の 9 の 2 第 1 項の規定による協会の調査（品

質管理レビュー）を受けた年月 

品質管理レビュー（登録の審査のためのレビュー） 2024 年 6月 

 

 

（5）業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置が適正であることの確認 

 当法人の代表社員松永幸廣は、2024 年 6月 30日の業務の品質の管理の方針の策定

及びその実施に関する措置が適正であることを確認いたしました。 

 

５．公認会計士（大会社等の財務書類について監査証明業務を行ったもの又は登録上 

場会社等監査人であるものに限る。）又は他の監査法人との業務上の提携（法第 24 

条の４又は第 34 条の 34 の 13 に規定する業務を公認会計士と共同して行うことを 

含む。）に関する事項 

 

(1) 当該業務上の提携を行う当該公認会計士又は他の監査法人の氏名又は名称 

 該当事項はありません。 

 

(2) 当該業務上の提携を開始した年月 

該当事項はありません。 

 

(3) 当該業務上の提携の内容 

該当事項はありません。 

 

６．外国監査事務所等（外国の法令に準拠し、外国において、他人の求めに応じ報酬を得

て財務書類の監査又は証明をすることを業とする者）との業務上の提携に関する事項 

(1) 提携を行う外国監査事務所等の商号又は名称 

 
該当事項はありません。 

 

(2) 提携を開始した年月 

該当事項はありません。 

 

(3) 業務上の提携の内容 

該当事項はありません。 

 

(4) 共通の名称を用いるなどして二以上の国においてその業務を行う外国監査事務所等によ

って構成される組織に属する場合には、当該組織及び当該組織における取決めの概要該

当事項はありません。 

 

 



  

二．社員の概況 

 １．社員の数 

 

公認会計士 特定社員 合計 

5人 0人 5 人 

 

２．重要な事項に関する意思決定を行う合議体の構成 

合議体の名称 合議体の目的 
合議体の構成 

公認会計士 特定社員 計 

会社員  関決議及び協議機  5 人 0 人 5

人 

 

三．事務所の概況 

 

 

名称 

 

所在地 

当該事務所に勤務する者の数 

社員 公認会計士 

である使用  
人の数 公認会計士 特定社員 計 

(主) 京都 区 薬京都府京都市中京 蛸 師通

烏丸西入橋弁慶町 227番地第

12長谷ビル 7階 

5 人 -  5

人 

1 人 

(従) - ‐ - - -   - 

 
 
 
 

四．監査法人の組織の概要 
 

 
 
 
 
 



  

五．財産の概況   

１．売上高の総額 

（単位：千円） 

  

2023

年 

第

8月 

1年度 

4日～ 

2024 年 

 

 

6 月 

 

 

30 日 

売上高 

監査証明業務 

非監査証明業務 

17,500  

- 

合 計 17,500  

 

２．直近の二会計年度の計算書類 

 

当法人は無限責任監査法人であるため、添付しておりません。 

 

３．２．に掲げる計算書類に係る監査報告書 

 

当法人は無限責任監査法人であるため、該当事項はありません。 

 

４．供託金の額 

 

当法人は無限責任監査法人であるため、該当事項はありません。 

 

５．供託金の全部又は一部を代替している有限責任監査法人責任保険契約の内容 

 

当法人は無限責任監査法人であるため、該当事項はありません。 

 

 

六．被監査会社等（大会社等に限る）の名称 

 

該当ありません 


